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1.意見聴取の実施について（案）

(1)意見聴取対象

山鳥坂ダム建設事業の関係地方公共団体からなる検討の場における検討を踏まえ、「ダム事業の検証に係る検討
に関する再評価実施要領細目」（以下、「検証要領細目」という。）に示されている検討結果の報告書（素案）

（以下「報告書（素案）」という。）を作成し、関係者の意見を聴く予定。

(2)意見を聴く者と意見聴取方法

①学識経験を有する者

河川法第16条の2等に準じて、肱川水系河川整備計画の策定の際に意見を聴いた学識経験を有する者等の意見を
聴く予定。（別添１）

②関係住民

河川法第16条の2等に準じて、大洲市内にて「住民の意見を聴く場」を開催し、意見を聴く予定。（別添２）

③関係地方公共団体の長

河川法第16条の2等に準じて、山鳥坂ダム建設事業に関係する愛媛県知事の意見※１を聴く予定。※２

※１ 「関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。」

（河川法施行令第10条の4）

※２ 関係地方公共団体の長への意見聴取は、①、②の状況について報告した上で意見を聴く予定。

◆意見聴取等の進め方
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別
添

１

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

報
告

書
（

素
案

）
」

に
対

す
る

学
識

経
験

を
有

す
る

者
か

ら
の

意
見

を
聴

く
場

の
開

催
に

つ
い

て
（

概
要

）

１
．

概
要

肱
川

水
系

河
川

整
備

計
画

策
定

時
に

意
見

聴
取

を
行

っ
た

学
識

経
験

を
有

す
る

者
等

か
ら

意
見

を
聴

く
予

定
で

す
。

２
．

意
見

聴
取

対
象

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

報
告

書
（

素
案

）
」

３
．

開
催

日
時

平
成

２
４

年
●

●
月

●
●

日
（

●
）

●
●

時
●

●
分

～

４
．

開
催

場
所

大
洲

市
内

（
予

定
）

５
．

公
開

等

・
会

議
は

公
開

。

・
カ

メ
ラ

撮
り

は
冒

頭
部

分
の

み
可

。

・
報

道
機

関
の

方
以

外
で

希
望

さ
れ

る
方

は
傍

聴
可

。

６
．

意
見

を
聴

く
学

識
経

験
を

有
す

る
者

伊
福

誠
愛
媛
大
学

大
学
院
理
工
学
研
究
科

教
授

い
ふ

く
ま
こ
と

大
森

浩
二

愛
媛
大
学

沿
岸
環
境
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー

准
教
授

お
お
も
り

こ
う

じ

佐
藤

晃
一

愛
媛
大
学

名
誉
教
授

さ
と

う
こ
う
い
ち

澤
田

佳
長

野
生
生
物
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー

所
長

さ
わ

だ
よ
し
な
が

鈴
木

幸
一

新
居
浜
工
業
高
等
専
門
学
校

校
長

す
ず

き
こ
う
い
ち

土
居

泰
正

元
大
洲
市
立
博
物
館
長

ど
い

や
す
ま
さ

（
五
十
音
順

敬
称
略
）
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別
添
２

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

報
告

書
（

素
案

）
」

に
対

す
る

関
係

住
民

か
ら

の
意

見
を

聴
く

場
に

つ
い

て

平
成

２
４

年
●

●
月

●
●

日

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
で
は
、「

ダ
ム
事
業
の
検
証
に
係
る
検
討
に

関
す
る
再
評
価
実
施
要
領
細

目
」

(
以

下
「

検
証

要
領

細
目

」
と

い
う

。
）

に
基

づ
き

、
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

を

進
め
て
い
ま
す
。

こ
の
た
び
、
平
成
２
４
年
１
０
月
２
９
日
開
催
の
｢
山
鳥
坂
ダ
ム
建
設
事
業
の
関

係
地
方
公
共
団
体
か
ら

な
る
検
討
の
場
｣に

お
け
る
検
討
を
踏

ま
え
、
検
証
要
領
細
目
に
示
さ
れ
て
い

る
検
討
結
果
の
報
告
書
（
素

案
）

を
作

成
し

ま
し

た
の

で
、

今
後

の
検

討
の

参
考

と
す

る
た

め
、

以
下

に
よ

り
関

係
住

民
の

皆
様

か
ら

の
意
見
を
聴
く
場
（
以
下
「
意
見
を
聴
く
場
」
と
い
う
。
）
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
報
告
書
（

素
案
）

の
内
容
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
た
だ

く
た
め
に
説
明
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

１
．
意
見
聴
取
対
象

「
山
鳥
坂
ダ
ム
建
設
事
業
の
検
証
に

係
る
検
討
報
告
書
（
素
案
）」（

以
下
「
報
告
書
（
素
案
）」

と
い

う
。
）

２
．
意
見
聴
取
対
象
者

肱
川
流
域
に
在
住
の
方

３
．
意
見
聴
取
方
法

意
見

を
聴

く
場

の
開

催
に

加
え

て
、

当
日

都
合

に
よ

り
発

表
で

き
な

い
方

に
も

意
見

を
発

表
し

て
い

た
だ
く
機
会
と
し
て
紙
面
に
よ
る
意
見
を
提

出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
も
併
せ
て
行
い
ま
す
。

４
．
報
告
書
（
素
案
）
説
明
会

報
告
書
（
素
案
）
の
内
容
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
て
い
た
だ
く
た
め
、
以
下
に
よ
り
、
説
明
会
を
開

催
し
ま
す
。
な
お
、
説
明
会
の
参
加
の
有
無

に
関
わ
ら
ず
意
見
を
述
べ
る

こ
と
は
可
能
で
す
。

※
報
告
書
（
素
案
）
は
、
各
会
場
に
お
い
て
10
0部

準
備
し
て
い
ま
す
。
先
着

順
に
て
お
渡
し
し
ま
す
。

【
西
予
市
会
場
】
開
催
日
時
：
平
成
２

４
年
●
●
月
●
●
日
（
●
）
●
●
時
か
ら

（
受
付
開
始
●
●
時
●
●
分
）

開
催
場
所
：
●
●
●
●

【
内
子
町
会
場
】
開
催
日
時
：
平
成
２

４
年
●
●
月
●
●
日
（
●
）
●
●
時
か
ら

（
受
付
開
始
●
●
時
●
●
分
）

開
催
場
所
：
●
●
●
●

【
大
洲
市
会
場
】
開
催
日
時
：
平
成
２

４
年
●
●
月
●
●
日
（
●
）
●
●
時
か
ら

（
受
付
開
始
●
●
時
●
●
分
）

開
催
場
所
：
●
●
●
●

５
．
意
見
を
聴
く
場
へ
の
応
募
方
法

(1)
応
募
方
法

報
告
書
（
素
案
）
に
対
し
て
、
意
見
の
発
表
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、「

別
紙
－
１

留
意
事
項
」

を
確
認
し
た
上
で
、「

別
紙
－
２

応
募
用
紙
」
に
報
告
書
（
素
案
）
に
対
す
る
ご
意
見
等
を
記
載

の
上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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(2)
「
応
募
用
紙
」
の
入
手
方
法

①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
k
r
.m
l
i
t
.
g
o
.
j
p
/
k
a
s
e
n/
k
e
n
s
y
o
u
_
y
a
m
a
t
o
sa
k
a
/
b
o
s
y
u
2
.
h
t
m
l

②
紙
媒
体
に
よ
る
入
手

７
．
②
の
閲
覧
場
所
に
お
い
て
配
布
。

(3)
「
応
募
用
紙
」
の
提
出
先
及
び
提
出
期
限

応
募
用
紙
に
記
入
の
上
、
以
下

の
提
出
先
ま
で
送
付
。

提
出
先
：
国
土
交
通
省
四
国
地
方

整
備
局
河
川
部
河
川
計
画
課

｢
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

に
関

す
る

意
見

を
聴

く
場

へ
の

応

募
｣事

務
局
宛

①
郵
送
の
場
合
：
〒
760-8554

香
川
県
高
松
市
サ
ン
ポ
ー
ト
3番

33号

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整

備
局
河
川
部
河
川
計
画
課

②
F
A
X
の
場
合
：
0
8
7
-
8
1
1
-
8
4
1
7

③
電
子
メ
ー
ル
の
場
合
：
yamatosakadam

-
s
h
i
k
o
k
u
@
s
k
r.
m
l
i
t
.
g
o
.
j
p

（
件
名
に
、
｢山

鳥
坂
ダ
ム
建
設
事
業
の
検
証

に
係
る
関
係
住
民
か
ら
の
意
見
を
聴
く
場
へ

の
応
募
｣と

明
記
し
て
く
だ
さ
い
。
)

提
出
期
限
：
平
成
２
４
年
●
●
月

●
●
日
（
●
）
１
７
時
必
着

(4)
意
見
を
聴
く
場
の
開
催
日
時
、
開
催
場
所

開
催
日
時
：
平
成
２
４
年
●
●
月
●
●
日

（
●
）
●
●
時
か
ら
（
予
定
）

（
受
付
開
始
●
●
時
●
●
分
）

開
催
場
所
：
●
●
●
●

意
見

発
表

の
応

募
者

が
多

数
の

場
合

は
、

意
見

を
聴

く
場

の
開

催
を

複
数

日
で

行
う

こ
と

が

あ
り

ま
す

。
ま

た
、

開
催

時
間

に
つ

い
て

は
、

意
見

発
表

の
応

募
者

数
に

よ
り

決
定

し
ま

す
。

決
定

し
た

開
催

日
時

に
つ

い
て

は
、

平
成

２
４

年
●

●
月

●
●

日
（

●
）

に
記

者
発

表
を

行
う

と
と
も
に
、
発
表
者
へ

個
別
に
連
絡
し
ま
す
。

６
．
紙
面
に
よ
る
意
見
提
出
方
法

(1)
意

見
提
出
方
法

報
告
書
（

素
案
）
に
対
し
て
、
紙
面
に
よ

り
意
見
の
提
出
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、「

別
紙
－
３

意
見
提
出
様
式
」
に
報
告
書
（
素
案
）
に
対
す
る

ご
意
見
等
を
記
載
の
上
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

(2)
「
意
見
提
出
様
式
」
の
入
手
方
法

①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
k
r
.m
l
i
t
.
g
o
.
j
p
/
k
a
s
e
n/
k
e
n
s
y
o
u
_
y
a
m
a
t
o
sa
k
a
/
b
o
s
y
u
2
.
h
t
m
l

②
紙
媒
体
に
よ
る
入
手

７
．
②
の
閲
覧
場
所
に
お
い
て
配
布
。

(3)
「
意
見
提
出
用
紙
」
の
提
出
先
及
び
提
出
期
限

意
見
提
出
用
紙
に
記
入
の
上
、
以

下
の
提
出
先
ま
で
期
限
内
に
送
付
。

提
出
先
：
国
土
交
通
省
四
国
地
方

整
備
局
河
川
部
河
川
計
画
課

｢山
鳥
坂
ダ
ム
建
設
事
業
の
検
証
に
係
る

検
討
に
関
す
る
意
見
｣事

務
局
宛

①
郵
送
の
場
合
：
〒
760-8554

香
川
県
高
松
市
サ
ン
ポ
ー
ト
3番

33号

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整

備
局
河
川
部
河
川
計
画
課

②
F
A
X
の
場
合
：
0
8
7
-
8
1
1
-
8
4
1
7

③
電
子
メ
ー
ル
の
場
合
：
yamatosakadam

-
s
h
i
k
o
k
u
@
s
k
r.
m
l
i
t
.
g
o
.
j
p

（
件

名
に

、
｢
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
に

係
る

関
係

住
民

か
ら

の
意

見
｣
と

明
記

し

て
く
だ
さ
い
。
)
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④
説
明
会
、
意
見
を
聴
く
場
へ
持
参
の
場
合

会
議

場
前

入
り

口
付

近
の

受
付

に
設

置
し

て
い

る
回

収
箱

へ
投

函
し

て
く

だ
さ

い
。

提
出
期
限
：
平
成
２
４
年
●

●
月
●
●
日
（
●
）

７
．
資
料
の
閲
覧
又
は
入
手
方
法

①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に

よ
る
閲
覧
（
資
料
の
入
手
）

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
。

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
k
r
.m
l
i
t
.
g
o
.
j
p
/
k
a
s
e
n/
k
e
n
s
y
o
u
_
y
a
m
a
t
o
sa
k
a
/
b
o
s
y
u
2
.
h
t
m
l

②
資
料
の
閲
覧
場
所
、
応
募
用

紙
・
意
見
提
出
用
紙
の
入
手
場
所

以
下
の
場
所
に
お
い
て
、
資
料
の
閲

覧
、
応
募
用
紙
・
意
見
提
出
用
紙

の
入
手
が
可
能
で
す
。

（
た
だ
し
土
曜
日
・
日
曜
日
・
祝
日

を
除
く
、
午
前
9時

か
ら
午
後

5時
ま
で
閲
覧
が
可
能
）

・
国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局

河
川
計
画
課

（
香
川
県
高
松
市
サ
ン
ポ
ー
ト
3-33）

・
国
土
交
通
省
大
洲
河
川
国
道
事
務
所

１
階
ロ

ビ
ー
（
愛
媛
県
大
洲
市
中
村
210）

・
国

土
交

通
省

山
鳥

坂
ダ

ム
工

事
事

務
所

１
階

ロ
ビ

ー
（

愛
媛

県
大

洲
市

肱
川

町
予

子
林

6
-
4
）

・
国
土
交
通
省
野
村
ダ
ム
管
理
所

１
階
ロ
ビ
ー
（
愛
媛
県
西
予
市
野
村
町
野
村
8-153-1）

・
愛
媛
県
庁
土
木
部

水
資
源
対
策
課
（
愛
媛
県

松
山
市
一
番
町
4丁

目
4-2）

・
愛
媛
県
南
予
地
方
局
大
洲
土
木
事
務
所

河
川

港
湾
課
（
愛
媛
県
大
洲
市
田
口
甲
425-1）

・
愛
媛
県
南
予
地
方
局
西
予

土
木
事
務
所

河
川
砂
防
課

（
愛

媛
県

西
予

市
宇

和
町

卯
之

町
4
丁

目
4
4
5
）

・
大
洲
市
役
所
建
設
部

治
水
第
一
課
（

愛
媛
県
大
洲
市
大
洲
690-1）

・
大
洲
市
役
所
長
浜
支
所

地
域
振
興
課

（
愛
媛
県
大
洲
市
長
浜
甲
480-3）

・
大
洲
市
役
所
肱
川
支
所

治
水
第
二
課

（
愛
媛
県
大
洲
市
肱
川
町
山
鳥
坂
74）

・
大
洲
市
役
所
河
辺
支
所

地
域
振
興
課
（
愛
媛

県
大
洲
市
河
辺
町
植
松
548）

・
西
予
市
役
所
産
業
建
設
部

建
設
課
（
愛
媛
県

西
予
市
宇
和
町
卯
之
町
3丁

目
434-1）

・
西
予
市
役
所
野
村
支
所

産
業
建
設
課
（
愛
媛

県
西
予
市
野
村
町
野
村
12-619）

・
西
予
市
役
所
城
川
支
所

産
業
建
設
課
（
愛
媛

県
西
予
市
城
川
町
下
相
945）

・
内
子
町
役
場
本
庁
舎

建
設
デ
ザ
イ
ン
課
（
愛

媛
県
喜
多
郡
内
子
町
平
岡
甲
168）

・
内
子
町
役
場
内
子
分
庁
舎

内
子

総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
（
愛
媛
県
喜
多
郡
内
子
町
内
子
1515）

・
内
子
町
役
場
小
田
支
所

産
業
建
設
係

（
愛
媛
県
喜
多
郡
内
子
町
小
田
81）
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別
紙
－
１

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

報
告

書
（

素
案

）
」

に
対

す
る

関
係

住
民

か
ら

の
意

見
を

聴
く

場
に

お
け

る
発

表
に

あ
た

っ
て

の
留

意
事

項

１
）

意
見

の
発

表
は

、
お

一
人

に
つ

き
１

０
分

以
内

で
行

っ
て

下
さ

い
。

次
の

方
の

発
表

も
あ

り
ま

す
の

で
時
間
厳
守
で
お
願
い
し
ま
す
。

２
）
意
見
の
発
表
内
容
は
、
応
募

用
紙
に
記
載
し
た
意
見
の
概
要
に

沿
っ
た
内
容
と
し
て
く
だ
さ
い
。

３
）
意
見
を
聴
く
場
は
、
公
開
で
行
い
ま
す
。

４
）

公
述

人
は

、
意

見
を

聴
く

場
に

お
い

て
、

ビ
ラ

、
チ

ラ
シ

等
の

配
布

及
び

掲
示

等
は

で
き

ま
せ

ん
。

５
）
公
述
人
は
意
見
を
聴
く
場
で

の
質
問
は
で
き
ま
せ
ん
。

６
）
四
国
地
方
整
備
局
は
意
見
を
聴
く
場

で
は
説
明
を
行
い
ま
せ
ん
。

７
）
公
述
人
は
代
理
人
へ
の
公
述

依
頼
は
で
き
ま
せ
ん
。

８
）
意
見
発
表
に
お
い
て
下
記
に
該
当
す
る
内

容
に
つ
い
て
は
無
効
と
い
た
し
ま
す
。

・
個
人
や
特
定
の
企
業
・
団
体
を
誹

謗
中
傷
す
る
よ
う
な
内
容

・
個
人
や
特
定
の
企
業
・
団
体
の
財
産
及

び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す
る
内
容

・
個
人
や
特
定
の
企
業
・
団
体
の
著

作
権
を
侵
害
す
る
内
容

・
法
律
に
反
す
る
意
見
、
公
序
良
俗

に
反
す
る
行
為
及
び
犯
罪

的
な
行
為
に
結
び
つ
く
内
容

・
営
業
活
動
等
営
利
を
目
的
と
し
た
内
容

９
）

他
の

方
の

発
言

の
支

障
と

な
ら

な
い

よ
う

、
会

議
中

の
ご

発
言

は
ご

遠
慮

下
さ

い
。

進
行

に
支

障
が

あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
、
ご
退

室
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

１
０
）
意
見
を
聴
く
場
で
は
、
事
務
局
の
記
録

と
し
て
撮
影
及
び
録
音
を
行
い
ま
す
。

１
１

）
意

見
を

聴
く

場
で

の
発

言
の

内
容

は
、

後
日

、
四

国
地

方
整

備
局

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
等

で
公

表
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
そ

の
際

、
正

確
を

期
す

た
め

改
め

て
発

言
の

内
容

や
趣

旨
を

ご
確

認
さ

せ
て

い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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別
紙
－
２

【
応
募
様
式
】

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

報
告

書
（

素
案

）
」

に
対

す
る

関
係

住
民

か
ら

の
意

見
を

聴
く

場
応

募
用

紙

（
受

付
番

号
：

）
受

付
番

号
は

こ
ち

ら
で

記
入

し
ま

す
の

で
記

入
し

な
い

で
く

だ
さ
い
。

国
土
交
通
省
四
国
地
方
整
備
局
河
川
計
画
課

「
山
鳥
坂
ダ
ム
建
設
事
業

の
検
証
に
係
る
検
討
に

関
す
る
意
見
を
聴
く
場
へ
の
応
募
」
事
務
局

宛

「
山
鳥
坂
ダ
ム
建
設
事
業
の
検
証

に
係
る
検
討
報
告
書
（
素
案
）
」
に

つ
い
て
、
意
見
を
述
べ
た
い

の
で
、
次
の
と
お
り
意
見
の
概

要
を
付
し
て
応
募
し
ま
す
。

【
留

意
事
項
等

】

１
．
本

応
募
用

紙
に
つ

い
て
は
、「

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
（

個
人

情
報

保
護

法
）
」
に

則
り

、
山
鳥

坂
ダ
ム
建

設
事
業

の
検
証

に
係
る
検

討
報
告

書
（

素
案

）
に

対
す

る
意

見
聴

取
、
統

計
処

理
の

み
に

使
用

し
、

頂
い
た
意

見
を
使

用
す
る

場
合
に
も

個
人
が

特
定

出
来

な
い

よ
う

に
加

工
し

て
使

用
し

ま
す

。

２
．
意

見
聴
取

の
内
容
、
住

所
（

市
町

ま
で
）
、
年
齢
（

1
0代

別
）、

性
別

に
つ

い
て

は
、
後

日
公

表
さ

せ
て

い
た

だ
き
ま
す

。

検
討
報
告
書

（
素

案
）

に
対

す
る

ご
意

見
の

概
要

①
氏

名
(
ﾌﾘ
ｶ
ﾞﾅ
)

②
住
所

(
都
道
府
県

名
）

（
市

町
ま

で
）

愛
媛
県

③
電

話
番

号
-

-
ﾒ
ｰ
ﾙ
ｱ
ﾄ
ﾞ
ﾚ
ｽ

④
年

齢
(
1
0
代

,
2
0
代

等
の

1
0
代

別
で

か
ま

い
ま

せ
ん

)
代

⑤
性

別

意
見

該
当
箇

所
⑥

ご
意

見
の

概
要

頁
行

※
楷

書
横
書
き

で
、
で
き

る
だ
け
各
項

目
毎
に
4
0
0
文
字
以

内
で
記
載
し

て
下
さ
い

。

そ
の
他

※
検
討
報
告

書
（
素

案
）

全
体

に
対

す
る

意
見

に
つ

い
て

記
載

下
さ

い
。
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別
紙
－
３

【
意
見
提
出
様
式
】

「
山

鳥
坂

ダ
ム

建
設

事
業

の
検

証
に

係
る

検
討

報
告

書
（

素
案

）
」

に
対

す
る

意
見

提
出

用
紙（

受
付

番
号

：
）

受
付

番
号

は
こ

ち
ら

で
記

入
し

ま
す

の
で

記
入

し
な

い
で

く
だ

さ
い
。

【
留

意
事
項
等

】

１
．
本

意
見
提

出
用
紙

に
つ
い

て
は
、「

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
（

個
人

情
報

保
護

法
）
」
に

則
り

、
山

鳥
坂
ダ

ム
建
設
事

業
の
検

証
に
係

る
検
討

報
告

書
（

素
案

）
に

対
す

る
意

見
聴

取
、
統

計
処

理
の

み
に

使
用

し
、

頂
い
た

意
見
を
使

用
す
る

場
合
に

も
個
人

が
特

定
出

来
な

い
よ

う
に

加
工

し
て

使
用

し
ま

す
。

２
．
意

見
聴
取

の
内
容
、
住

所
（

市
町

ま
で
）
、
年
齢
（

1
0代

別
）、

性
別

に
つ

い
て

は
、
後

日
公

表
さ

せ
て

い
た

だ
き
ま
す

。

検
討

報
告
書
（

素
案

）
に

対
す

る
ご

意
見

（
１

／
２

）

①
氏

名
(
ﾌﾘ
ｶ
ﾞﾅ
)

②
住
所

(
都
道
府
県

名
）

（
市

町
ま

で
）

愛
媛
県

③
電

話
番

号
-

-
ﾒ
ｰ
ﾙ
ｱ
ﾄ
ﾞ
ﾚ
ｽ

④
年

齢
(
1
0
代

,
2
0
代

等
の

1
0
代

別
で

か
ま

い
ま

せ
ん

)
代

⑤
性

別

意
見

該
当
箇

所
⑥

ご
意

見

頁
行

※
楷
書
横
書
き

で
、
で
き

る
だ
け
各

項
目
毎
に

4
0
0
字
以
内

で
記
載
し

て
下
さ
い

。
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検
討
報
告

書
（
素

案
）

に
対

す
る

意
見

（
２

／
２

）

意
見

該
当
箇

所
⑥

ご
意

見

頁
行

※
楷

書
横
書
き

で
、
で
き

る
だ
け
各
項

目
毎
に
4
0
0
文
字
以

内
で
記
載
し

て
下
さ
い

。

そ
の
他

※
検
討
報
告

書
（
素

案
）

全
体

に
対

す
る

意
見

に
つ

い
て

記
載

下
さ

い
。
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